
　※書類不備等により交付確定できない場合もあります。

※１　特定創業支援等事業について　

   　　　  ◆黒石市起業移住支援補助金の流れ◆

事業が完了し、開業届の提出または法人の設立登記を

終えたら「補助金実績報告書」を提出

　黒石市が行う創業セミナー（年５回）または（公財）21あおもり産業総合支援センターが実施する創業

個別相談で、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の４項目を含む創業支援を４回以上かつ１か月以上に

わたり受講し、４項目すべての知識を習得した方に申請に基づき黒石市が証明書を発行します。

申請書提出予定の１か月前までに黒石市役所 商工課 商工振興係へ相談

必要書類を添付し「補助金交付申請書」を黒石市へ提出

　申請書類の審査を行います（２週間程度かかります）。

　※交付決定されない場合は、補助金の交付は受けられません。

　※事業が完了してから30日以内または３月３１日のいずれか

　　早い日までに提出してください。

　

　申請書提出に向け、要件、申請書類等について確認を行います。

　※１　申請までに特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の

　　　　交付を受けている必要があります。

「補助金交付請求書」を黒石市へ提出

請求書提出後30日以内に補助金を支払い

書類を審査し、交付が確定したら「補助金交付確定通知書」を交付

交付決定通知書交付後に事業に着手

交付が決定したら「補助金交付決定通知書」を交付

事業完了

　実績報告書の提出書類は事前にご確認ください。


